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紙上での議案審議となりました令和４年度ＰＴＡ総会・後援会総会について、以下のとおり報告します。 

 

１.後援会総会 

 ①総会の成立について 

  会員数７４８名 

  ご提出いただいた議案審議書６６６名分 

 

  よって、会則第１１条により、総会の成立が確認されました。 

 

 ②議案の審議について 

   各議案の審議結果は以下のとおりでした。 

議案 賛 否 無答 

(１)令和３年度 事業報告 ６６５ ０ １ 

(２)令和３年度 収支決算報告 ６６５ ０ １ 

(３)令和３年度 収支監査報告 ６６５ ０ １ 

(４)令和４年度 事業計画（案） ６６５ ０ １ 

(５)令和４年度 予算（案） ６６４ １ １ 

   よって、議案（１）から（５）は賛成多数により可決されました。 

 

２.ＰＴＡ総会 

 ①総会の成立について 

  会員数７９７名（保護者７４８名、教職員４９名） 

  ご提出いただいた議案審議書７０９名分 

 

  よって、会則第９条により、総会の成立が確認されました。 

 

 ②議案の審議について 

   ご提出いただいた議案審議書を集約した結果、各議案に対する賛否は以下のとおりでした。 

    

議案 賛 否 無答 

(１)令和３年度 事業報告 ７０８ ０ １ 

(２)令和３年度 収支決算報告 ７０８ ０ １ 

(３)令和３年度 監査報告 ７０８ ０ １ 

(４)令和４年度 事業計画（案） ７０７ １ １ 

(５)令和４年度 予算（案） ７０７ １ １ 

(６)令和４年度 ＰＴＡ学年委員 ７０８ ０ １ 

   よって、議案（１）から（６）は賛成多数により可決されました。 

 



３.その他 

 会員の皆様から次のようなご意見・ご質問がありました。貴重なご意見ありがとうございました。 

 

  (1)「ＰＴＡ会費、後援会会費は、２人いたら２人分必要となりますか。」 

 

    同じ校種内に兄弟姉妹が在籍されている場合、ＰＴＡ会費については一会員分の会費を徴

収させていただいております。ただし、中学・高校の両方に兄弟姉妹が在籍されている場合、

校種が異なるのでそれぞれ徴収させていただいております。 

 

 

 

  (2)「「令和３年度後援会体育文化部活動費」だが、クラブによって差が大きく、少し不公平に

感じます。」 

    「ワンダーフォーゲル部はどうして部活の予算がないのですか。」 

 

    後援会体育文化部活動費は、生徒会費の部活動費では不足する施設整備等の助成に充てさ

せていただいております。助成内容の決定については、年度当初部活動からの要望に基づい

ています。内容により単年度で解決しないものもありますので、複数年単位で計画的に進め

させていただいております。 

 

 

 

  (3)「令和４年度体育文化部活動費の予算を大幅に減額した理由は何ですか。」 

 

    高校１クラス減に伴い、会費の収入減が理由の一つです。また、令和２年度、３年度はト

イレ等の学校の改修工事に伴う運動部の物置の建替工事に多額の費用が必要となりました。

そのため、令和２年度、３年度は後援会積立金を取り崩し対応しました。令和３年度にその

工事が終了したため、令和４年度は例年の予算に戻しました。 

 

 

 

  (4)「職員費は必要ですか。どのような経緯で雇用しているのですか。」 

 

    ＰＴＡ雇用職員は、ＰＴＡおよび後援会の経理事務や会議の開催準備等の事務を行うため

従来から雇用しており、週２回（１日７時間４５分勤務）勤務となっております。学校業務

の多忙化のなか事務補助として必要な人材であると考えていますが、会員数が減少してきた

状況等をふまえ、今後のあり方は検討していく必要があると考えております。 

 

 

 

  (5)「ＰＴＡとは関係ないかもしれませんが、マチコミアプリになってから不要なアンケートメ

ールが入り、自らアプリを開かないと学校の連絡が分からず、以前のメール配信サービスの

方が良かったと感じます。」 

 

    昨年度まで利用していたメールサービスは有料でしたがテキストのみの送信しかできず、

ＰＤＦファイルなどを添付することができませんでした。無料版のマチコミメールは、県下

の高校での実績も多いことからセキュリティの高さも実証されており、添付ファイルを送る

こともできます。また、未読既読確認もできるので、見ていない利用者に対する個別対応も

可能です。そのような理由から総合的に判断し、本年度導入にふみきりました。ただ、ご指

摘のとおり不必要な広告が入ってしまう等のデメリットもあります。今回いただいたご意見

は参考にさせていただきます。 

 


